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所得税に係る寄附金控除適用下限額の引下げについて（通知）

22 22このたび 平成 年度税制改正に伴い 所得税法等の一部を改正する法律 平成、 、 （

年法律第 号）が公布され、所得税に係る寄附金控除について、控除適用下限額が引6
き下げられることとなりました（施行期日：平成 年 月 日 。22 4 1 ）

改正の内容は下記のとおりであり、平成 年分以後の所得税について適用されま22
すので、事務処理上遺漏のないようにお願いいたします。

昨今、学生数の減少など私学を取り巻く環境が厳しさを増す中で、各学校法人には

経営基盤の強化が喫緊の課題とされており、寄附金の受入れはそのための有効な手段

の一つと考えられます。近年においては、今回の改正のほかにも、日本私立学校振興

・共済事業団を通じた受配者指定寄附金制度に係る審査手続等の大幅な簡素化、所得

税に係る寄附金控除の控除適用上限額の引上げ、法人税に係る寄附金の損金算入限度

、 、額の引上げ 地方団体の条例により指定された寄附金に係る寄附金税額控除対象化等

学校法人への寄附を促進するための様々な税制上の優遇措置が整備されてきていると

ころです。

貴職におかれては、これらの諸制度を活用して寄附金の募集を行うなどにより、経

営基盤の強化により一層努めていただきますようお願いいたします。

記

○所得税に係る寄附金控除の適用下限額の引下げ（所得税法第 条第 項第 号関係）78 1 2

所得税法（昭和 年法律第 号）第 条第 項では、個人が支出した国及び地40 33 78 1
方公共団体に対する寄附金、いわゆる指定寄附金並びに特定公益増進法人及び認定

ＮＰＯ法人に対する寄附金について、一定の控除枠内で、当該寄附金額に応じた控

除を認めることとしており（寄附金控除 、寄附金額が、同項第 号で定める下限額） 2
を超える場合には、総所得等の ％に相当する額を上限として、その超える額を課40
税所得から控除することとしています。



同号で定める下限額については、平成 年に 万円から 千円に引き下げられま18 1 5
したが、寄附額が 千円以下の場合には、寄附金控除を受けられないものとされて5

2 2きました。このたび、同号の規定の改正により、この額が 千円に引き下げられ、

千円を超える寄附についても、寄附金控除を受けられることとなりました 【別紙参。

照】
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